
 　

 　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に係る処分基準の改定について

 

 １　改定の理由

　　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（令和７

　年法律第４５号）の規定のうち、風俗営業等の不許可事由の追加に係る規定が令和７

　年１１月２８日付けで施行されることに伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等

 　に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に係る処分基準の改定を行うもの

 ２　改定内容

　　風俗営業等の許可の取消し等の処分基準について、適用除外事由、処分加重事由等

 　を改定する

 ３　対象となる処分基準

 （１）風俗営業の許可の取消し（第８条）

 （２）風俗営業の許可の取消し、停止命令（第２６条第１項）

 （３）飲食店営業の停止命令（第２６条第２項）

 （４）店舗型性風俗特殊営業の停止命令（第３０条第１項）

 （５）店舗型性風俗特殊営業の廃止命令（第３０条第２項）

 （６）浴場業営業等の停止命令（第３０条第３項）

 （７）無店舗型性風俗特殊営業の停止命令（第３１条の５第１項）

 （８）受付所営業の廃止命令（第３１条の５第２項）

 （９）無店舗型性風俗特殊営業の停止命令（第３１条の６第２項第２号）

 （１０）受付所営業の廃止命令（第３１条の６第２項第３号）

 （１１）店舗型電話異性紹介営業の停止命令（第３１条の１５第１項）

 （１２）店舗型電話異性紹介営業の廃止命令（第３１条の１５第２項）

 （１３）無店舗型電話異性紹介営業の停止命令（第３１条の２０）

 （１４）無店舗型電話異性紹介営業の停止命令（第３１条の２１第２項第２号）

 （１５）特定遊興飲食店営業の許可の取消し(第３１条の２３において準用する第８条)

 （１６）特定遊興飲食店営業の許可の取消し、停止命令（第３１条の２５第１項）

 （１７）飲食店営業の停止命令（第３１条の２５第２項）

 （１８）飲食店営業の停止命令（第３４条第２項）

 （１９）興行場営業の停止命令（第３５条）

 （２０）特定性風俗物品販売等営業の停止命令（第３５条の２）

 （２１）接客業務受託営業の停止命令（第３５条の４第２項）

 （２２）接客業務受託営業の停止命令（第３５条の４第４項第２号）

 ４　施行日

 　　令和７年１１月２８日


